
船舶事故調査報告書 

令和３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年１１月８日 ０６時０５分ごろ 

発生場所 関門港製鉄戸畑
と ば た

泊地東方沖 

若松洞
どう

海
かい

湾口防波堤灯台から真方位１４１°１.４海里 

 （概位 北緯３３°５５.４′ 東経１３０°５２.１′） 

事故の概要  プレジャーボートOcean
オーシャン

 Cruiser
ク ル ー ザ ー

は、北西進中、防波堤の被覆石に

乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年１１月１８日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート Ocean Cruiser、５トン未満（長さ６.５８ｍ） 

２７３－０３８８３福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部船底外板に破口、船底外板に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

日出時刻：０６時４２分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人３人を乗せ、釣りの目的で関

門航路西側の蓋井島周辺海域に向けて約１６ノットの対地速力で北西

進中、防波堤の被覆石（以下「本件被覆石」という。）に乗り揚げ

た。 

 船長は、本件被覆石上で本船の船固めを行った後、海上保安庁に救

助を要請し、巡視艇に救助された。  

 船長は、本件被覆石の存在を知っていたので、操舵室から顔を出し

て操船していたものの、本事故直前は操舵室でＧＰＳプロッターの操

作を行っていた。 

本船の喫水は、船首尾ともに不明であった。 

分析  本船は、北西進中、船長が、本件被覆石の存在を知っていたもの

の、ＧＰＳプロッターの操作に意識を向けて航行を続けたことから、

本件被覆石に向かっていることに気付かずに乗り揚げたものと考えら

れる。 

原因  本事故は、夜間、本船が北西進中、船長が本件被覆石の存在を知っ

ていたものの、ＧＰＳプロッターの操作に意識を向けて航行を続けた

ため、本件被覆石に向かっていることに気付かずに乗り揚げたものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・小型船舶の船長は、前路に防波堤の被覆石があることを知ってい

る場合は、航行に支障がないよう前方を注視し、十分に距離を 

とって航行すること。 

 


